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「長寿医療制度（後期高齢者医療制度）」の保険料の納め方について
～保険料の納付は７月から、年金からの天引きは10月から始まります～

長寿医療制度では、被保険者（75歳以上の方および、65歳以上で一定の障害があり埼玉県後期高齢者医療広域
連合の認定を受けた方）全員に保険料負担があります。これまで加入していた医療保険ではなく、埼玉県後期高齢
者医療広域連合に保険料を納めることになります。詳しくはお尋ねください。
平成20年度の保険料の徴収方法
保険料額は、平成19年中の所

得の申告を基に算定し、７月上旬
にお知らせします。長寿医療制度
加入の前日に被用者保険の被扶養
者だった方は、平成20年度は４
月から９月の保険料がかからない
ため、保険料の納付は10月から
となります。
●特別徴収（年金からの天引き）
年額18万円以上の年金を受給し、介護保険料と合わせた保険料が年金額の２分の１以下の方が対象となります。
市では、平成20年度の特別徴収を10月から行います。７月・８月・９月は、７月上旬に市が送付する納付書で

の納付（普通徴収）、10月・12月・２月は年金からの天引きとなります。
平成21年度からは、４月～翌年２月の偶数月（年６回）に天引きになります。
●普通徴収（特別徴収以外の方）
７月上旬に市が送付する納付書で納付します（口座振替を利用できます）。
平成20年度における保険料額の計算式
均等割（42,530円）＋所得割（平成19年中の所得－基礎控除33万円）×7.96％×（加入月数／12）
保険料の軽減措置があります
①被用者保険の被扶養者だった方
これまで保険料がかかっていなかった被用者保険の被扶養者の方については、平成20年度は保険料負担の凍結

措置により、４月から９月までは保険料がかかりません。10月から来年３月までは所得割がかからず、均等割が
９割軽減されます（４月から加入した場合、今年度の保険料は年額2,120円となります）。
来年度以降は、制度加入から２年間、均等割が５割軽減されます。
②低所得世帯の方
世帯所得（平成20年４月１日時点で世帯が同じである被保険者および世帯主の、平成19年中の所得の合計）に

より、均等割の７割・５割・２割の軽減があります。
＊軽減措置には、申請手続きは不要です。ただし、平成19年中に所得がなかった方についても、申告していない
と所得が正しく算定できず、軽減措置の対象にならないことがあります。平成19年度の申告状況を基に申告が必
要と思われる方には、「平成20年度市民税・県民税申告書」をお送りしています。まだ申告が済んでいない方は、
医療助成課（本庁舎２階）に提出してください。
「老人保健医療受給者証」をお返しください
「後期高齢者医療被保険者証」が届いた方は、医療助成課または出張所・連絡所に「老人保健医療受給者証」を
お返しください。

問い合わせ…医療助成課・℡224－5842

「長寿医療制度（後期高齢者医療制度）」の創設に伴う
自立支援医療（精神通院）の変更について

４月１日から長寿医療制度が創設されたことに伴い、自立支援医療（精神通院）を受給している方の中で、
医療保険の加入範囲で定めている「世帯」の見直しが行われる方がいます。
本人または世帯の方が長寿医療制度に加入し（本人および世帯の方いずれも加入した場合を含む）、市・県

民税が課税されている世帯の場合は、自立支援医療費の自己負担限度額が減額されることがあります。その
ためには手続きが必要です。詳しくはお尋ねください。

問い合わせ…保健予防課・℡227－5102

普通徴収普通徴収普通徴収（納付書や口座振替で納付）（納付書や口座振替で納付）（納付書や口座振替で納付） 特別徴収特別徴収特別徴収（年金からの天引き）（年金からの天引き）（年金からの天引き）

いいえ はい

はい いいえ

１年間に受け取る年金額は18万円以上ですか？

介護保険料と合わせた保険料額が年金額の２分の１を超えていますか？
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提案要旨（市政懇談会・平成19年11月）
公費負担による妊婦健康診査は２回でなく、回
数をもっと増やしてください。
回答
市では昨年度まで、妊婦健康診査の公費負担を
２回実施しておりました。今年度からは国の無料
妊婦健康診査拡充の指針に基づき、妊婦健康診査
の公費負担の回数を、健康な妊娠・出産を迎える
うえで最低限必要とされる５回に増やすことにい
たしました。
これまでは、問診と診査・ＨＢｓ抗原検査（Ｂ
型肝炎抗原検査）、希望する方へのＨＩＶ抗体検
査、出産時の年齢が35歳以上の方への超音波検
査などを行っていました。新しい制度では、公費
負担の回数が増え、子宮頸

けい

がん検診・Ｃ型肝炎抗
体検査・グルコース（血糖値）などの検査項目が
新たに追加されます。
新しい健康診査の対象となるのは、４月１日以
降に妊娠届

とどけ

出
で

書を市に提出した方となります。
妊娠届出書を市に提出すると、母子健康手帳と
いっしょに、５回分の健康診査の受診票が交付さ
れます。この受診票を委託医療機関に提出してい
ただくと、妊婦健康診査を無料で受診することが
できます。
なお、ことし３月31日以前に妊娠届出書を提

出し、出産を４月１日以降に迎える方は、妊娠の
週数に応じて、無料で健康診査を受診することが
できます。該当する妊婦の皆さんにはそれぞれ、
対象になる追加分の受診票をお送りいたします。
このことについては、総合保健センター母子保
健担当・℡229－4125にお尋ねください。

舟橋市長に提案 №139
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妊産婦健診の無料回数を増やし
てください


